
看護基礎教育を取り巻く現状等について 

第１回 看護基礎教育検討会 
資料２ 

平成30年４月12日 
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１．看護職員を取り巻く状況の変化 
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増加 
＋257万人 

1億2,693万人 

1億1,913万人 

8,808万人 
減少 

▲335万人 

減少 
▲781万人 

より急速に 
減少 

▲2,346万人 

97.7万人 
（1.44） 
※１ 

81.8万人 
（1.43） 

55.7万人 
（1.44） 

（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口） 
      厚生労働省「人口動態統計」 
※１   出典：2016（平成28）年人口動態統計 

今後の人口構造の急速な変化  

データ 
最新版 
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（出所） 総務省「国勢調査（年齢不詳をあん分した人口）」および「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計 
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○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。 
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。 

０ ５０ 

2016年(実績) 

65～74歳  
 1,768(14%) 

75歳～  
 1,691(13%) 

総人口 
 1億2,693万人 

～19歳  
 2,182(17%) 

20～64歳  
 7,052(56%) 

５０ １００ ０ 

団塊世代 
（1947～49年 
生まれ） 

団塊ジュニア世代 
（1971～74年 
生まれ） 

１００ １５０ ２００ 
万人 

２５０ 

日本の人口ピラミッドの変化   

統社から 
もらった 
最新版 
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年齢階級別にみた推計患者数の年次推移 

平成26(2014)年 患者調査の概況 
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我が国の疾病構造は感染症から生活習慣病へと変化。 生活習慣病は死亡割合の約６割を占めている。 

※ 生活習慣病関連疾患に係る医療費は、医科診療医療費（29.3兆円）の約３割（9.0兆円）を占める。  （出所） 「平成26年度国民医療費」 

悪性新生物

（がん）295.5  

心疾患 

（心臓病） 
156.5  

脳血管疾患 
（脳卒中） 

89.4 

（人口10万対） 

肺炎  96.5 

結核 1.6 

（主な死因と 
平成27年の死亡率） 

我が国における死亡率の推移 
（主な死因別） 

 （出所） 「平成27年度人口動態統計」 

 （出所） 「平成27年度人口動態統計」 

死因別死亡割合（平成27年） 
生活習慣病 ・・・ 55.3％ 

悪性新生物 
28.7％ 

心疾患 
15.2％ 

脳血管疾患 
8.7％ COPD 

1.2％ 

その他 
44.7％ 

糖尿病 
1.0％ 

高血圧性疾患 
0.5％ 

我が国における疾病構造 
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都
道
府
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 ○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度  
  中に全都道府県で策定済み。 
  ※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。 
 
 ○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の 
  医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。 
 
 ○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作 
  成。平成２７年３月に発出。 

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進 

  （「地域医療構想」の内容） 
      

  １．２０２５年の医療需要と病床の必要量        
   ・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療 
    需要と病床の必要量を推計 
   ・在宅医療等の医療需要を推計 
   ・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計 
              

  ２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策 
   例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 
      在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等 

地域医療構想について 

（機能が 
見えに 
くい） 

 
 

医
療
機
関 

（B病棟） 
急性期機能 

（D病棟） 
慢性期機能 

（C病棟） 
回復期機能 

（A病棟） 
高度急性期機能 

○ 機能分化・連携については、 
      「地域医療構想調整会議」で議論・調整。 

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月） 

病床機能報告 

回復期機能の
患者 

高度急性期機能
の患者 

慢性期機能の患者 

急性期機能の患者 医療機能 

を自主的
に選択 

地域医療構想について 

計画課か
らもらった
最新版 
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いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 

・福祉用具 

・24時間対応の訪問サービス 

・複合型サービス 

   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 

                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。 

老人保健
課からも
らった最新

版 
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厚生労働省医政局看護課調べ 

（人） 看護職員全体：1,660,071人（平成28年） 

看護職員就業者数の推移 

保健師 
62,118人 

助産師
39,613人 

看護師 
1,210,665人 

准看護師 
347,675人 

※ 看護職員とは保健師、助産師、看護師、准看護師の総称 

最新 
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看護職員の就業場所の推移（平成18年→平成28年） 
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診療所 

病院 

市町村 

都道府県 

保健所 

全体 
1,333,045人 

↓ 

1,660,071人 

保健師 
47,088人 

↓ 

62,118人 

助産師 
27,352人 

↓ 

39,613人 

看護師 
848,185人 

↓ 

1,210,665人 

准看護師 
410,420人 

↓ 

347,675人 

厚生労働省医政局看護課調べ 

最新 
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訪問看護利用者数の推移 

  要介護度別利用者数の推移 

○ 訪問看護利用者数は1ヶ月あたり約42万人であり、近年の増加が著しい。   
○ 要介護度別の割合では、要介護１、２の割合が増加している。 

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査」（各年４月審査分） 

 要介護度別の割合の推移 
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第142回（H29.7.5） 参考資料２ 

医療課か
らもらった
最新版 
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訪問看護ステーションの就業者数の推移 

○ 就業している看護職員のうち、訪問看護ステーションに就業しているのは約2.8％である。 
○ 訪問看護ステーションに就業している看護職員数は年々増加している。  

■就業場所別看護職員数（平成28年末） ■訪問看護ステーションの就業看護職員数と 
   総看護職員数の推移（各年末） 

※看護職員：保健師、助産師、看護師、准看護師 

（人） （人） 
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出典：H７年までは保健婦設置状況調査、H8年は保健所運営報告、H10年は全国保健師長会調査、H9年,H11-20年は保健師等活動領域調査、H21-29年は保健師活動領域調査 

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23  H24 H25 H26 H27 H28 H29 
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35,000 

40,000 
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保健所設置市・特別区  

市区町村計 

都道府県 

合計 

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

市 町 村 9,256 9,628 9,990 10,206 10,520 10,826 11,158 11,525 11,982 12,502 13,876 14,586 15,881 16,560 17,358 18,007 18,272 18,555 18,628 18,686 18,325 18,387 18,556 18,831 19,051 19,097 19,031 19,089 19,326 19,513 19,699 20,112 20,419 

市区町村計 12,108 12,534 12,935 13,290 13,628 14,007 14,338 14,766 15,234 15,813 17,335 18,086 20,302 21,291 22,524 23,419 23,851 24,341 24,768 24,866 24,917 25,257 25,620 26,152 26,641 26,794 27,022 27,165 27,587 27,955 28,381 28,902 29,478 

都道府県 5,180 5,206 5,202 5,184 5,201 5,222 5,204 5,228 5,223 5,215 5,174 5,132 5,915 5,840 5,783 5,871 5,728 5,636 5,565 5,503 5,397 5,304 5,220 5,160 5,058 4,975 4,972 4,959 4,929 4,941 4,951 4,999 5,044 

合計 17,288 17,740 18,137 18,474 18,829 19,229 19,542 19,994 20,457 21,028 22,509 23,218 26,217 27,131 28,307 29,290 29,579 29,977 30,333 30,369 30,314 30,561 30,840 31,312 31,699 31,769 31,994 32,124 32,516 32,896 33,332 33,901 34,522 

9,059 8,682 8,790 7,321 7,590 7,697 7,991 8,076 8,2616,140 6,180 6,592 6,870 8,4424,731 5,166 5,412 5,579 5,7863,459
保健所設置

市・特別区
2,852 2,906 2,945 3,084 3,108 3,181 3,180 3,241 3,252 3,311 7,0643,500 4,421

常勤保健師数の推移 

34,522 

5,044 

29,478 

9,059 

20,419 

（単位：人） 

保健指導
室からも
らった最新

版 
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常勤保健師 活動項目別活動状況 
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89.1 84.3 
76.2 

94.4 
86.0 

79.3 

25.7 
29.8 

27.1 

16.9 
16.1 

13.8 

15.8 

13.8 
12.3 

21.6 22.4 

26.1 

16.1 
17.6 

19.5 

14.8 

15.4 
17.8 

10.4 11.1 
12.1 

4.9 
5.4 

4.4 

3.9 

3.5 
3.6 

12.3 10.9 
13.1 

10.4 12.7 

14.7 

6.9 

7.2 
7.7 

35.2 
32.6 37.2 

23.6 20.9 30.5 
25.1 

29.9 33.9 

6.3 
6.7 7.9 5.4 

5.5 5.5 5.9 
6.5 7.0 

5.3 
3.4 

5.6 4.2 
2.7 

5.3 6.6 
5.7 7.2 

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

H21 H24 H27 H21 H24 H27 H21 H24 H27

都道府県 保健所設置市・特別区 市町村 

その他 

研修参加 

業務連絡・事務 

業務管理 

教育・研修 

コーディネート 

地区管理 

保健福祉事業 

(n=3,176) (n=8,561) (n=3,545) 
(n=8,264) 

（時間） 

※保健師1人、1ヶ月あたりの平均活動時間数 

(n=1,450) (n=1,677) 
(n=3,694) (n=7,799) 

(n=1,778) 

出典：保健師活動領域調査（活動調査） 

保健指導
室からも
らった最新

版 
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常勤保健師 保健福祉事業の項目別活動状況 
（時間） 

11.1 14.0 
10.5 

16.2 16.9 15.6 15.3 13.9 13.6 

17.2 14.5 

12.4 

27.3 26.9 
20.9 

11.4 10.8 10.3 

12.3 8.5 

5.8 

12.9 9.9 

10.8 

11.3 
10.7 10.6 

2.3 

2.2 

1.8 

9.6 
10.0 

10.9 
24.8 

21.5 19.8 4.1 

4.0 

4.4 

13.8 
12.8 

8.1 

16.0 

14.6 
13.0 

1.7 

0.9 

0.3 

2.2 
1.5 

0.9 

1.0 

0.5 
0.6 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.8 

0.4 
0.3 

2.3 

1.8 

2.1 

3.4 
3.1 

4.8 

4.3 

4.2 

3.6 

0.2 

0.1 

0.1 

0.9 
0.7 

0.5 

4.0 

4.1 

2.1 

4.4 

3.2 

4.0 

2.7 

2.3 

3.5 

5.6 

5.2 

5.3 

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H21 H24 H27 H21 H24 H27 H21 H24 H27

都道府県 保健所設置市・特別区 市町村 

その他 

予防接種 

地区組織活動 

機能訓練 

デイケア 

健康教育 

健康診査 

健康相談 

保健指導 

家庭訪問 

(n=1,778) 

(n=3,694) 

(n=8,561) 

(n=1,677) 

(n=3,545) 

(n=1,450) 

(n=3,176) 

(n=7,799) 

(n=8,264) 
保健指導
室からも
らった最新

版 

※保健師1人、1ヶ月あたりの平均活動時間数 出典：保健師活動領域調査（活動調査） 15 



出生数（人） 

1950年（昭和25年）は出生場所のほとんどが自宅・その他であったが、現在では医療機関
がほとんどである。 

出生場所別出生数の推移 

68,638  

386,973  

838,078  
815,611  

681,873  639,067  
536,279  530,172  

25,770  

280,292  

814,695  694,107  

525,744  537,980  
458,250  

439,371  

12,418  

137,292  
205,265  59,925  

12,521  11,353  7,393  5,968  

2,230,681  

801,484  

75,501  
7,246  1,447  2,147  1,617  1,467  0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2014 2015

病院 

診療所 

助産所 

自宅・その他 

計： 2,337,507人 

自宅 1168 
その他 299 

計： 976,978人 

周産期医療体
制のあり方に
関する検討会 

第２回 
看護課資料 
少し改変 

厚生労働省 人口動態統計 

周産期医療体制のあり方に関する検討会 
第２回資料より改変 
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       助産師就業場所別就業者数の推移 

厚生労働省医政局看護課調べ 

○就業助産師数は増加しており、診療所においては2倍以上就業者が増加している。 
○就業場所は、約61％が病院、約26％が診療所となっている。 

17,798  17,684  17,753  17,883  18,054  18,293  18,900  19,671  20,093  21,023  21,957  22,564  23,248  23,592  23,877  

4,465  4,534  4,680  5,603  5,827  6,129  
7,306  

7,686  
8,162  

8,144  
8,840  

9,287  
9,728  10,180  

10,625  

1,705  1,601  1,654  
1,586  1,550  1,530  

1,653  
1,631  

1,789  
1,861  

1,742  
1,801  

1,804  
1,796  

2,004  

25,877  25,724  26,040  
27,047  27,352  27,927  

30,130  
31,312  

32,480  
33,606  

35,185  
36,395  

37,572  
38,486  

39,613  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

人
 

そ の 他 

学校等 

事 業 所 

社会福祉施設 

助産所 

診 療 所 

病      院 

市 町 村 

保 健 所 

周産期医療体
制のあり方に
関する検討会 

第２回 
看護課資料 

H28データに 
修正済み 

周産期医療体制のあり方に関する検討会 
第２回資料より改変 
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114 466 1446 
1490 

2291 2866 3232 3099 3077 3084 4221 

4767 

5878 4482 

4227 

5034 
4854 4789 4616 4426 

0.01 
0.03 

0.07 0.09 

0.19 

0.24 

0.3 0.3 0.31 0.31 

0.2 

0.33 

0.38 0.38 

0.53 

0.66 

0.75 
0.77 0.77 

0.75 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1000～1499g 

～999g 

1000未満(%) 

1500未満(%) 

出
生
数
（
人
） 

昭和50年 
出生数 約190万人 
2,500g未満割合 5.1％ 

       出生時体重別出生数及び出生割合の推移 
・この30年で、出生数は減少しているが極低出生体重児(1000g～1499g)、超低出生体重児(1000g未

満)の割合が増加している。 

・超低出生体重児（1000g未満）の出生数は2倍に増加している。 

平成2年 
出生数 約122万人 
2,500g未満割合 6.3％ 

平成25年 
出生数 約103万人 
2,500g未満割合 9.6％ 

全出生数対(%) 

グラフの差し替え 

周産期医療体
制のあり方に
関する検討会 
第１回資料 
（計画課） 

厚生労働省 人口動態統計 

周産期医療体制のあり方に関する検討会 
第１回資料より改変 
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２．看護基礎教育の現状 

19 



看護教育制度図(概念図)  平成29年 

看護師国家試験受験資格 

中学卒業 

准看護師養成所･高校 
 

※養成所は２年、高校は３年 
 

231校 10,163人（１学年定員） 

高等学校卒業 

 
 

 
 
４年制大学 

 

267校 

22,656人 
（１学年定員） 

 

 
養成期間３年以上の 

養成所・短大 
 

576校 30,207人（１学年定員） 

 

高校・ 
高校専攻科 

５年一貫 
教育校 

 
78校 

4,199人 
(1学年定員) 

 

 養成期間２年の 
 養成所・短大等 
 

  152校 6,210人 
 （１学年定員） 

助産師課程 

保健師課程 

3

年
以
上 

看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査  ※学校養成所数・１学年定員は平成29年4月現在 

保健師養成所･大学院･短大専攻科 33校 893人（１学年定員） 

助産師養成所･大学院･大学専攻科/別科･短大専攻科 119校 1,858人（１学年定員） 

1年 

以上 

34％ 45％ 

6％ 

9％ 

２年通信制 
 

     17校     
   3,780人 
（１学年定員） 

6％ 

３年以上の 
実務経験又は 
高等学校等卒業者 

７年以上の 
実務経験 

保健師・助産師国家試験受験資格 

准看護師試験受験資格 

＜平成30年合格者数＞ 
  保健師  6,666人 
  助産師  2,201人 
  看護師  58,682人 
准看護師   17,302人 
（うち准看護師学校養成所 
   卒業者は9,856人） 准看護師 

リバイス 
済み 
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0

200

400

600

800

1,000

昭和26年 昭和46年 平成元年 平成8年 平成20年 平成23年 

475 525 555 

180 135 

講義 実習 

公衆衛生及び 
予防医学 

公衆衛生看護の 
原理及び実際 

公衆衛生看護 

栄養 

精神衛生 

社会学 

社会心理 

ケースワーク 

衛生教育 

研究 

475時間 
＋2月以上 3単位 

（指定規則改正）    （第1次改正）      （第2次改正）     （第3次改正）        （第4次改正）     （第5次改正） 

時間数 
（時間） 

保健師 教育内容の変遷   

705時間 690時間 
21単位 

（675時間以上） 

23単位 
（745時間以上） 

28単位 
（890時間以上） 

18単位 

4単位 

19単位 

5単位 

23単位 

公衆衛生看護論 

保健医療の 
社会科学 

保健統計 

疫学 

健康管理論 

社会福祉・ 
社会保障制度論 

公衆衛生行政 

公衆衛生看護学 

疫学 

健康管理論 

保健福祉行政論 

地域看護学 

疫学・保健統計 

保健福祉行政論 

臨地実習 

地域看護学 

疫学 

保健統計学 

保健福祉行政論 

臨地実習 

公衆衛生看護学 

疫学 

保健統計学 

保健医療福祉行政論 

臨地実習 

• ４科目に整理統合 
 

• 公衆衛生看護学の下位科目
として、地区活動論、家族

相談援助論、保健指導各論
などを位置づけ 

• 単位制導入 
 

• 公衆衛生看護学
を地域看護学に

改正 
 

• 研究60時間と備
考に明示してい

たものを削除 

• 総時間数を増加 
 

• 「個人・家族・集
団の生活支援」な

ど具体的な教育内
容を明示 
 

• 卒業時の到達目標

と到達度を通知で
明示 

• 修業年限を６ヶ月以上から１年以上へ
延長（総単位数増加） 
 

• 地域看護学を公衆衛生看護学に改正 
 

• 産業保健や学校保健における組織への

支援を明確化するために、「個人・家
族・集団・組織の支援」に改正 
 

• 医療に関する内容を明確化するため

に、「保健医療福祉行政論」に改正 

2月 

• 臨地実習を各科目の教育方法の１つ
と位置づけ（2ヶ月以上から実習180

時間を含めた総時間数へ） 
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0

200

400

600

800

1,000

1,200

昭和26年 昭和46年 平成元年 平成8年 平成20年 平成23年 

370 360 360 

360 360 

講義 実習 

産科学 

新生児学 

助産原理及び実際 

母性衛生行政 

衛生教育 

社会学 

栄養 

医療社会事業 

研究 

370時間 
＋21～22週以上 

時間数 
（時間） 

助産師 教育内容の変遷   

720時間 720時間 
22単位 

（720時間以上） 

23単位 
（765時間以上） 

28単位 
（930時間以上） 

9単位 

14単位 

11単位 

17単位 

母子保健概論 

母子保健医学 

助産論 

助産業務管理 

母子保健管理 

地域母子保健 

家族社会学 

助産学概論 

生殖の形態・機能 

母性の心理・社会学 

乳幼児の成長発達 

助産診断論 

助産技術学 

地域母子保健 

助産業務管理 

基礎助産学 

助産診断・技術学 

地域母子保健 

助産管理 

臨地実習 

21～22週 

基礎助産学 

助産診断・技術学 

地域母子保健 

助産管理 

臨地実習 

基礎助産学 

助産診断・技術学 

地域母子保健 

助産管理 

臨地実習 

• 科目の大幅な組み替
え（助産診断学、助

産技術学を中心に、
新たな科目を設定） 

• 単位制導入 
 

• 備考欄の分娩取扱い
に関する表記を「10

回以上」から「10回
程度」に変更 

• 総時間数を増加 
 

• 備考欄の分娩取扱いに関する表
記を詳細に変更（正常産・経膣

分娩・頭囲単胎、分娩時期を明
記） 

• 修業年限を６ヶ月以上から
１年以上へ延長 
 

• 助産診断・技術学、助産管

理、臨地実習の単位を増加 

• 臨地実習を各科目の教育方法の１つと
位置づけ（21～22週以上から実習360

時間を含めた総時間数へ） 

8単位 

14単位 

（指定規則改正）    （第1次改正）      （第2次改正）     （第3次改正）        （第4次改正）     （第5次改正） 
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

昭和26年 昭和42年 平成元年 平成8年 平成20年 

150 390 360 310 
330 510 

690 
885 

1095 

1,770  1,035  

基礎分野 専門基礎分野 専門分野（講義・演習） 専門分野（臨地実習） 

母性看護学 

小児看護学 

成人看護学 

看護学総論 

老人看護学 

母性看護学 

小児看護学 

成人看護学 

基礎看護学 

在宅看護論 

精神看護学 

老年看護学 

母性看護学 

小児看護学 

成人看護学 

基礎看護学 

看護の統合と実践 

在宅看護論 

精神看護学 

老年看護学 

母性看護学 

小児看護学 

成人看護学 

基礎看護学 

1,150時間 
＋102週以上 

3,375時間 
3,000時間 

93単位 
（2,895時間以上） 

統合分野（12単位） 
 
 
専門分野Ⅱ（38単位） 
 
 
専門分野Ⅰ（13単位） 
 
専門基礎分野（21単位） 
 
基礎分野（13単位） 

   （指定規則改正）      （第1次改正）      （第2次改正）       （第3次改正）                （第4次改正） 

23単位 
 
 
 
36単位 

 
21単位 
 
13単位 

時間数 
（時間） 

• 専門科目として
看護学が独立 

 

• 臨床実習を各学
科目の授業に組
み込み 

• 専門科目は看護学のみ 
 

• 精神保健・老人看護学を科
目立て 
 

• 授業時間数を減少 
 

• カリキュラム上のゆとりを
強調 

• 教育科目から教育内容による 
規定に変更 

 

• 単位制の導入 
 

• 統合カリキュラムの提示 
 

• 専任教員の専門領域担当へ変更 
 

• 実習施設の充実と拡大 

• 統合分野の創設 
 

• 各分野での教育内容の充実 
 

• 看護基礎教育の技術項目に
ついて卒業時の到達度を明
確化 

専門分野の 
増加 

看護師３年課程 教育内容の変遷   

23 

97単位 
（3,000時間以上） 

・病室その他の実習 
（82週以上） 
 

・外来実習 

（20週以上） 



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

昭和26年 平成元年 平成11年 

555 
205 105 

245 385 

455 
665 

595 

735 

学科 基礎科目 専門基礎科目 専門科目（講義・演習） 専門科目（臨地実習） 

基礎看護 

成人看護 

老人看護 

母子看護 

1,500時間 

時間数 
（時間） 

• 准看護師制度の新設 

• 総時間数を1,500時間に規定 
 

• 看護婦課程との連携を考慮し授業
科目名・体系を改正 
 

• 実習は臨地実習のみに変更 

• 教育内容の充実のため総時間数
を増加 
 

• 精神看護の新設 
 

• 老人看護を老年看護に改め成人
看護と統合 

准看護師課程 教育内容の変遷   

基礎看護 

成人看護 
老年看護 

母子看護 

精神看護 

1,890時間 

555時間＋ 
67週以上  
 

＜臨床実習＞ 
計67週以上 

 

・病室その他の勤務 
 （54週以上） 
 

・外来勤務 
 （13週以上） 
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     ３．近年の検討会等における 
       看護基礎教育に関する議論 

25 



看護基礎教育検討会 
 

将来を担う看護職員を養成するための看護基礎教育の内容と方法について検討（H30年4月より開始） 

 

・看護職員に求められる資質・能力や看護基礎教育の充実の方向性について論点を整理                        【H20年1月～7月】 

看護基礎教育のあり方に関する懇談会 

看護基礎教育に関する主な検討経過 

 

＜准看護師＞ 
・総時間数を1,890時間に増加 
・精神看護の創設 
・成人看護と老年看護を統合 
 

          【H10年3月～H11年6月】 

准看護婦の資質の向上 
に関する検討会 

 
＜保健師・助産師＞ 
・総単位数を23単位に増加 
・(保)「個人・家族・集団の生活支援 
 実習」など具体的な教育内容を明示 
・(助)分娩取扱いについて詳細に表記 

  

【H18年3月～H19年3月】 

＜看護師＞ 
・総単位数を97単位に増加 
・統合分野の創設 
・看護師教育の技術項目について 
 卒業時の到達度を明確化 

看護基礎教育の充実に関する検討会 

 

・チーム医療を担う一員として看護職員の質の向上と確保に向けた基本的な方向性を提示                     【H20年11月～H21年3月】 

看護の質の向上と確保に関する検討会 

 
＜保健師・助産師＞ 
・修業年限の6ヶ月以上から1年以上への 
 延長に伴う総単位数の増加 
・卒業時の到達目標と到達度の設定 
・(保)地域看護学を公衆衛生看護学に変更 

【H21年4月～H23年2月】 

＜看護師＞ 
・看護師に求められる実践能力と卒業時の 
 到達目標の設定ついて、卒業時の到達度 
 を明確化 

看護教育の内容と方法に関する検討会 
 

＜看護教員＞ 
・看護教員養成講習会のガイドライン 
 の作成の必要性 
・講習会実施要領見直しの必要性 
 

            【H21年5月～H22年2月】 

今後の看護教員のあり方に 
関する検討会 
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論点 検討会等 内容 

効果的な教育 
方法について 

看護教育の内容と方法に関する 
検討会 

【H21年4月～H23年2月】 

○卒業時の到達目標の達成には、領域横断的に知識を組み合わせて活用することが必
要であるため、領域横断的な講義・演習・実習を行うことも必要である。 
 

○侵襲性の高い技術の習得や、臨地実習で経験できない内容などは、シミュレーショ
ン等による学内演習の工夫が求められる。 
 

○臨地実習の目的が達成できるように、柔軟に実習の場を開発し、実践的な教育を行
うことが望まれる。 
 

○卒業時の到達目標の達成に向けて学生が取り組むべき課題などを考慮しつつ、責任
を持って単位数と各単位当たりの時間数を設定することが望ましいことから、総時間
数を併記することの是非については検討を続ける必要がある。 

看護教員の 
養成等の 
あり方に 
ついて 

今後の看護教員のあり方に関する
検討会 

【H21年5月～H22年2月】 

○より多くの受講希望者が就労を継続しながらでも講習会を受講できるよう、eラー
ニング等の通信制の導入について検討する必要がある。 
 

○受講者の状況に合わせた複数年にわたる分割履修や放送大学等の活用も求められ
る。 
 

○看護教員養成講習会、実習指導者講習会などを連動させ、看護教員のキャリアパス
として示すことで、受講者の自信に繋がると考えられる。 
 

○看護教員についても新任、中堅、ベテランといったラダーを作成し、看護教員自ら
がキャリアアップできるシステムを整備すべきである。 
 

○将来的には看護師等養成所と臨床現場との連携によるユニフィケーション等のシス
テム化を推進するための検討が必要である。 

p.12 
p.6 
p.12 
p.14 

p.5 
p.5 
p.6 
p.8 
p.8 

近年の検討会等における議論 ① 

＜看護基礎教育に関する検討会＞ 
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論点 検討会等 内容 

看護基礎教育
の検討の 
必要性 

新たな医療の在り方を踏まえた 
医師・看護師等の働き方ビジョン
検討会 

【H28年10月～H29年4月】 

○患者・住民のニーズの多様化の流れに即応し、さらに多様で幅広い活躍ができるよ
う、看護師確保の観点からも養成課程の多様性は確保しつつ、各看護師のキャリア選
択に応じた複数の養成システムを維持・発展する必要がある。 
 

○卒前教育では、看護師として共通して求められる知識や能力が培われるよう教育カ
リキュラムを拡充する必要があり、早急にその見直しを開始すべきである。 
 

○准看護師の勤務実態に応じて、プライマリ・ケアや介護の現場でより活躍できるよ
うな教育カリキュラムの見直しを進めるとともに、例えば、通信制の看護師養成課程
について、その入学要件である実務経験年数10年（平成30年度から7年）を5年程度
に短縮すること等を含め、質を確保した上で准看護師が円滑に看護師に移行できるよ
うな要件の緩和についても検討すべきである。 

看護職員に 
求められる 
能力 

保健医療2035 
【H27年6月 提言書】 

○少子高齢化が進む中で、地域包括ケアを総括的に進める者の育成を図るとともに、
医療と福祉の多職種連携を前提とした人材育成を実施すべきである。 

新たな医療の在り方を踏まえた 
医師・看護師等の働き方ビジョン
検討会 

【H28年10月～H29年4月】 

○看護師は、多様かつ複雑な患者の医療・生活ニーズに寄り添い、多職種と連携しな
がら患者のケアを中心的に担うとともに、補助的な医行為を行うなどして医師の補完
的役割を担い、今後の我が国の医療では極めて大きな役割を担い得る職種である。 

特定行為研修 
の推進 

医師の働き方改革に関する検討会 
【H29年8月～】 

○特定行為研修を修了した看護師について、研修場所の拡大、指導する医師の協力促
進、役割の明確化等を図りつつ、更に増加させることによるタスク・シフティングを
推進する必要があるのではないか。 

准看護師と 
介護福祉士 
相互の 
単位認定 

ニッポン一億総活躍プラン 
【H28年6月 閣議決定】 

○介護福祉士と准看護師相互の単位認定について検討 

新たな医療の在り方を踏まえた 
医師・看護師等の働き方ビジョン
検討会 

【H28年10月～H29年4月】 

○幅広い職種間の基礎教育内容の共通化や単位互換を目指して検討が進められるべき
である。 
 

○准看護師と介護福祉士の単位の相互認定の検討を推進する。 

近年の検討会等における議論 ② 

＜その他の検討会等＞ 
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